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阿賀野川の河道内樹木伐採の希望者を公募します

（伐採樹木を無償でお持ち帰りいただけます）

平成 22 年 7 月 13 日

北陸地方整備局

阿賀野川河川事務所長

【公募の目的】

河川内の樹木は，洪水時に流れの支障となり，さらには倒れた樹木が下流の橋等

に引っかかり洪水をせき上げるなど，治水上問題となります。また，河川巡視の際の

視野も遮られ，河川管理上の支障になったり，ゴミの不法投棄の温床となったりもし

ます。

このため，計画的に伐採を続けていますが，予算にも限りがあり，必ずしも十分な

対応ができていないのが実態です。

そこで，阿賀野川の河川内の樹木について，公募により希望者に伐採していただき，

その伐木を無償で持ち帰っていただくことにより，伐採コストの縮減及び木材資源の

有効利用を図る目的で実施するものです。

【公募の説明】

1 。公募場所と対象樹木について

今回は 40 区画（伐木の収量が同程度となるよう 300m2 ～ 600m2 程度の区画を設定

します。）について公募します。応募区画数はお一人につき１区画とします。場所は

位置図に示す阿賀野川左岸（五泉市高山地先，早出川合流箇所の上流側）の河川敷の

樹木を予定しています。ただし，現地の状況等により多少位置を変更する場合があり

ます。伐採対象樹木は主にヤナギ等の雑木です。樹木の太さなどは場所によって差違

がありますが，胸高直径 10 cm ～ 20 cm 程度のものが生えています。なお，応募者の

手に負えないような例外的な巨木については個別に伐採を辞退することが可能です。

伐採時期直前に各伐採区画まで軽トラック程度の通行が可能な通路を確保します

（現状では，現地に行かれても通路はありません。）。区画内の伐採木の運搬は各自の

人力運搬となります。

伐採は下記の条件に従って実施していただきます。

2. 伐採の条件

（1）実施内容，費用等の負担

伐採，搬出について要する費用，労力等はすべて伐採を認められた応募者（以下

「伐採資格者」という。）の負担とします。伐採した樹木は無償で持ち帰ることがで

きます。切り株ができるだけ少なくなるように，極力低い位置で伐採するようにして

ください。なお，枝についても可能な限り持ち帰っていただきたいとは考えています
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が，困難な場合は，各区画近傍の１箇所に集積していただきます。

（2）第三者への危害の防止及び賠償責任

作業に伴い，堤防天端道路等の河川利用者，民地所有者，占用者及び隣接区画の

伐採資格者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし，万一危害が

発生したときは伐採者が賠償責任を負うものとします。第三者に危害を及ぼした場

合，苦情等を受けた場合は速やかに，満願寺出張所へ申し出てください。

自らの安全確保についても，河川内の作業となりますので，気象条件，地盤条件

等に自己責任で特段に留意していただくことが必要です。

（3）伐採時期

公募期間終了後，速やかに伐採資格者を選定し通知しますので，予定確認等のた

め「河川敷地内の樹木伐採にかかる届出書」を提出していただき，届出書に記載し

た実施予定期間内に伐採していただきます（具体的な日程等は届出書提出時に満願

寺出張所と調整していただきます。）。なお，手続が予定どおりに進めば平成 22 年 11
月から 23 年 4 月頃の間に伐採していただくことになります。

（4）作業実施時間

8 時から 17 時とします。土日祝祭日も可能です。

3. 応募資格

個人，法人など特に制限はありませんが，新潟県内に住所等を有する方に限ります。

更に，伐採木を自家消費される方に限定させていただきます。

5. 応募の方法

応募用紙に必要事項を記載し，応募期間中に提出してください。(郵送，FAX，メ

ール，持参などいずれも可)

なお，今後の参考とするため，応募用紙と併せアンケートに御協力いただき提出し

てください。

[応募受付期間]

平成22年7月20日（火）から平成22年１0月8日（金）

[郵送，FAX，持参の場合]

・受付場所:北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 管理課

〒 956-0032 新潟市秋葉区南町 14 番 28 号

T EL 0250-23-4367(代表) FAX 0250-23-3143
[メールの場合]

メールアドレスはこちら ccms013150@hrr.mlit.go.jp
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[現地の状況等に関する問い合わせ先]

北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 満願寺出張所

住所 〒 956-0811 新潟市秋葉区満願寺 4100
T EL 0250-22-1132 FAX 0250-23-3778

応募用紙はこちらから (Word ファイル)

アンケート用紙はこちらから (Excel ファイル)

6. 応募者多数の場合の伐採資格者の決定方法

公益的利用を目的とする団体等を優先し，その他については阿賀野川河川事務所が

区画の割当てを含めて，抽選により公平に決定し，速やかに伐採資格者へ通知します。

抽選結果について不服申立ては認められません。

＊応募者に関する個人情報は伐採資格者の選定通知など，当公募に係る事務のみ

に使用します。

7. 留意事項

(1) 応募者はやむを得ない事由が発生した場合は，いつでも取下げの申出が可能です。

(2) 伐採資格者を通知した以後において，伐採資格者に河川管理上好ましくない行為

があった場合には，許可を取り消す場合があります。その際には原状回復等の処置

を求める場合があり，また伐採のためにそれまでに生じた費用は応募者に御負担い

ただきます。

(3) 公募後に生じた事情により，公募手続の進行状況の如何に関わらず中断する場合

があります。

8.当選後の許可手続

当選後，通知を受けた方は，満願寺出張所へ届出書を提出していただき，満願寺出

張所と調整後作業を行っていただきます。

「河川敷地内の樹木伐採にかかる届出書」様式はこちらから (Word ファイル)

「河川敷地内の樹木伐採にかかる届出書」の記入例はこちらから(PDF ファイル)


